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１ 問題の所在等 

 模倣品・海賊版拡散防止条約（ＡＣＴＡ）（平成２２年１０月大筋合意） 

 ⇒ アクセスコントロールを含めた効果的な技術的手段の回避規制に言及 
２ 

 ファイル共有ソフト（※）等により著作物の違法利用が常態化する一方、違法利用全体の捕捉、摘発が
現実的に困難な中、著作物等の保護技術は、権利保護のため必要不可欠 

 現行法では、保護技術のうち、著作物等に信号を付加する方式のコピーコントロール技術が対象 

 マジコン（※）などの回避機器の氾濫により、コンテンツ業界に多大な被害 

 知的財産推進計画２０１０（平成２２年５月知的財産戦略本部決定） 

※マジコンを使う場合 

ﾆﾝﾃﾝﾄﾞｰDS 

ｾｷｭﾘﾃｨ 
ﾏｼﾞｺﾝ 

 
ｹﾞｰﾑ
ﾃﾞｰﾀ 信号 

ｾｷｭﾘﾃｨに適合する信号をﾏｼﾞｺﾝ
を使って不正に加えることに
よりｹﾞｰﾑを起動できる 

 ⇒ 違法ゲームソフト（ニンテンドーＤＳ、ＰＳＰ）については、２００４～２００９年の累計で国内被害額 
９，５４０億円との試算 

 ⇒ Ｗｉｎｎｙによる被害実態では、ゲームソフトについては、ある日の６時間で約５１億円相当（音楽ファイ
ル等も含めると約１００億円相当）の被害との試算 

ﾆﾝﾃﾝﾄﾞｰDS 

ｾｷｭﾘﾃｨ 

※通常 

違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞされたｹﾞｰﾑﾃﾞｰﾀをﾀﾞ
ｳﾝﾛｰﾄﾞしてもｾｷｭﾘﾃｨに適合する信
号がなく、ｹﾞｰﾑを起動できない 

ｹﾞｰﾑ
ﾃﾞｰﾀ 

違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄ ﾞ
されたｹﾞｰﾑﾃﾞｰﾀ 

違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ 
されたｹﾞｰﾑﾃﾞｰﾀ 

  著作物等を暗号化することによって、著作物等の視聴等を制限する保護技術については対象外 

（※ ユーザーは、インターネットに接続されたコンピュータにＷｉｎｎｙ等のファイル共有ソフトを導入することで、他のユーザー
とファイル（違法な音楽データ、映画、テレビ番組、ゲームソフト等が多い）交換が可能。） 

 製品開発や研究開発の委縮を招かないよう適切な除外規定を整備しつつ、著作物を保護するアクセスコントロー
ルの一定の回避行為に関する規制を導入するとともに、アクセスコントロール回避機器について、対象行為の拡大
（製造及び回避サービスの提供）、対象機器の拡大（「のみ」要件の緩和）、刑事罰化及びこれらを踏まえた水際
規制の導入によって規制を強化する。このため、法技術的観点を踏まえた具体的な制度改革案を２０１０年度中に
まとめる。 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 



（※ ＡＣ「機能」のみを有する保護技術については、新しい評価によっても対象外） 

【基本的考え方】 
 保護技術について「技術」のみに着目する現行法の考え方（例えば、暗号型の保護技術は、視聴等の支分権の対象外とな
る行為を制限する技術として技術的保護手段には該当しないと整理）を改め、ライセンス契約等の実態も含めて、当該技術
が社会的にどのような機能を果たしているのかという観点から再評価すべき 

保護技術の評価 現行法の評価 上記の基本的考え方に基づく評価 

SCMS等の非暗号型技術 
（現行法において技術的保護手段の対象） 

CC技術と評価 

（技術的保護手段の
対象） 

CC機能を有するものと評価 

CSS等の「暗号型」技術 
AC技術と評価 

 

 

技術的保護手段の
対象外 

AC機能とCC機能を併せ有するも
のと評価 技術的保護手段

の対象とすべき 
ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術 

違法複製等（違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ）の抑止を
目的とするCC機能を有するものと評価 

『ＣＣ（コピーコントロール）』：複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限すること 
『ＡＣ（アクセスコントロール）』：著作物等の視聴等といった支分権の対象外の行為を技術的に制限すること 

２ 技術的保護手段の見直しに当たっての基本的考え方と保護技術の評価 

非暗号型技術（SCMS） 「暗号型」技術（CSS） ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術 

ＨＤＤ 

DVD-VIDEO DVD再生録画機（正規） 

※DVDなどでは、CSSの施された暗号化コンテ
ンツの正規機器内での物理的な複製（HDDへの
複製）が「防止」されている。 再生機器 録音機器 

コピー制御信号 

ゲーム機 

ｾｷｭﾘﾃｨ 

※違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞされたｹﾞｰﾑﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
しても、ｾｷｭﾘﾃｨに適合する信号までは複製
されず、ｹﾞｰﾑを起動できない、意味の無い
不完全な複製という点により、当該複製を
「抑止」している。 

ｹﾞｰﾑ
ﾃﾞｰﾀ 

違法ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ 
されたｹﾞｰﾑﾃﾞｰﾀ 

※音楽CDなどに用いられ、伝送する暗号化さ
れていないコンテンツ（デジタル音声信号）
に、コンテンツのコピーを制御する信号を付
加し、記録機器が当該制御信号に反応して、
当該コピー制御信号の範囲を超えた複製が物
理的に「防止」されている。 

音楽CD 

DVD再生録画機（非正規） 

※ CSSの施された暗号化コンテンツを複製しても、
暗号の復号に必要な鍵情報は複製できず、当該複製
物では視聴できない点において意味のない複製であ
り、複製が「抑止」されている。 

DVD-VIDEO 

記録用DVD 

３ 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 



【報告書】 

【報告書】 【現行法】 

【現行法】 

【現行著作権法上の技術的保護手段の定義】 
 電磁的方法により、著作権等を侵害する行為の防止
又は抑止する手段 

 機器が反応する信号を著作物等とともに記録・送信す
る方式 
【技術的保護手段の回避の定義】 
 信号の除去又は改変 

 

新たに技術的保護手段の対象とな

る保護技術の実態や新しい評価を

踏まえた規定の見直しが必要 

３ 定義規定等の見直し 

４ 

４ 技術的保護手段の見直しに伴う回避規制の在り方 

現行法と同様の規制が適当 

 

 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とす
る装置・プログラムの 
• 公衆への譲渡・貸与 
• 公衆譲渡等目的の製造・輸入・所持 
• 公衆供与、公衆送信、送信可能化 
を規制 

 

 技術的保護手段の回避により可能となった複製を、私
的使用のための複製の権利制限から除外 

 業として公衆からの求めに応じて行う回避行為を規制 

（１）回避機器規制 

（２）回避行為規制 

現行法と同様の規制が適当 

※ 暗号化の解除であっても、アクセスコント
ロール「機能」を回避して視聴する行為につ
いては、視聴行為が著作権法の支分権の対象
外であることから、規制の対象外とすること
が適当。 



技術的制限手段に係る不正競争防止法の
見直しの方向性について 

経済産業省 

５ 



１．問題の所在等 

デジタル化・情報通信技術の著しい進展を背景に、アクセスコントロール等を利用したコンテンツ提供事業が展開。 

製品開発や研究開発の萎縮を招かないよう適切な除外規定を整備しつつ、著作物を保護するアクセスコントロールの一定
の回避行為に関する規制を導入するとともに、アクセスコントロール回避機器について、対象行為の拡大（製造及び回避
サービスの提供）、対象機器の拡大（「のみ」要件の緩和）、刑事罰化及びこれらを踏まえた水際規制の導入によって規制を
強化する。 このため、法技術的観点を踏まえた具体的な制度改革案を２０１０年度中にまとめる。 

例：有料放送 例：携帯ゲーム 

ソフト等にスクランブルを付し、 

正規ソフト以外の起動を制限。 

違法ソフト：起動しない 

正規ソフト：起動する 

アクセスコントロール等を回避するための装置等の氾濫によるコンテンツ業界における甚大な被害。  

契約チューナー：視聴できる 

画像安定化機能付 

違法チューナー 
マジコン※ 

※ニンテンドーＤＳのアクセスコントロールを回避して違法ソフトを動作させる装置の略称。 

①回避以外の機能を有すると称する回避装置等の氾濫。 ②露天でのゲリラ的な販売、ネットでの販売等が多く、 

   民事措置での対応に限界。 

③主として、海外で製造され、我が国に流入してくる 

  回避装置等について、水際での捕捉ができない。 

「知的財産推進計画２０１０」（平成22年5月知的財産戦略本部決定）において、アクセスコントロール回避規制の強化
を行うこととされた。   

アクセスコントロール技術の重要性が増大。 

放送波にスクランブルを付し、 

契約者以外の視聴を制限。 

非契約チューナー：視聴できない 
(c)2008 Nintendo 

(c)2006 Nintendo 

（担当省庁：文部科学省、経済産業省、財務省） 

６ 



我が国産業競争力の一つであるコンテンツ産業の被害を抑止し、かつ、ユーザーが広くコンテンツを利用し、コンテンツ
提供事業者に適正な対価が還元され、それが新たなコンテンツの創造につながり、利用されるという「コンテンツの創造
と利用のサイクル」の好循環を実現するため、知的財産戦略推進事務局、文化庁、財務省と連携を行い取組を実施して
いくことが重要。 

２．技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について 

７ 

①規制対象装置等について 

   技術的制限手段を回避する機能「のみ」を
有する装置等が対象。 

 現状において氾濫している回避装置等の実
態等を踏まえ、より実効性のある規律とすべく、
「のみ」要件を見直すことが適当。 

 民事措置では実効性が確保できないと考えら
れる現状を踏まえ、より実効性のある規律とす
べく、刑事罰を導入することが適当。 

  関税法では、技術的制限手段回避装置等
については、輸出入禁止品とはしていない。 

③技術的制限手段回避装置等に対する水際措置の導入について 

【現行法】 

②技術的制限手段回避装置等の提供行為への刑事罰の導入について 

   技術的制限手段回避装置等の提供行為に
対する刑事罰はなく、民事措置のみ。 

【現行法】 

【現行法】 
 技術的制限手段回避装置等の国境をまたが
る流通への対策の実効性を高める観点から、
当該装置等を輸出入禁止品に加え水際措置を
導入することが適当。 

【報告書案】 

【報告書案】 

【報告書案】 


